
連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個別注記表」につきまして
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法令及び定款に基づくインターネット開示事項

第26期（2021年９月１日から2022年８月31日まで）
①　連結計算書類の「連結注記表」
②　計算書類の「個別注記表」

株式会社ヴィッツ



連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴ 連結の範囲に関する事項
　連結子会社の状況

連結子会社の数 ４社
連結子会社の名称 株式会社アトリエ

株式会社ヴィッツ沖縄
株式会社イマジナリー
株式会社スクデット・ソフトウェア

　連結の範囲の変更
　当連結会計年度において、株式会社イマジナリーを新たに設立したため、連結の
範囲に含めております。また、株式会社スクデット・ソフトウェア（以下「スクデ
ット社」という。）の全株式を取得し、子会社化したため、連結の範囲に含めてお
ります。

⑵ 持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

該当事項はありません。
② 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

非連結子会社
該当事項はありません。

関連会社
アーク・システム・ソリューションズ株式会社

持分法を適用していない関連会社は当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰
余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類
に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適
用範囲から除外しております。

⑶ 連結子会社の事業年度に関する事項
　全ての連結子会社の事業年度の末日は連結決算日と一致しております。

⑷ 会計方針に関する事項
① 資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券
（イ）持分法を適用していない関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。
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（ロ）その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。

ロ. 棚卸資産
（イ）商品及び製品、原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法により算定）によっております。

（ロ）仕掛品
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定）によっております。

②　減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産

定率法によっております。
ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法によ
っております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物　　　８年～18年
その他　　　　　　　２年～20年

ロ. 無形固定資産
定額法によっております。
なお、ソフトウエア（自社利用）については、社内における利用可能期間（５
年間）に基づいております。

③ 引当金の計上基準
イ. 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不
能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当
連結会計年度の負担額を計上しております。

ハ. 製品保証引当金
ソフトウエア販売後の無償で補修すべき費用に備えるため、過去の実績に基づ
く見込額を計上しております。

ニ. 受注損失引当金
ソフトウエアの請負契約に基づく開発のうち、当連結会計年度末で損失の発生
が見込まれ、かつ当該損失額を合理的に見積もることが可能なものについて
は、将来の損失見込額を計上しております。
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④ 収益及び費用の計上基準
イ. 請負契約

　請負契約につきましては、自動車・産業製品向けの制御ソフトウエア、組み
込みセキュリティなどの受注制作を行っております。
　請負契約は、成果の進捗に従って一定期間にわたり履行義務が充足されると
判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗
度の見積りは、契約ごとの見積総原価に対する発生原価の割合を用いるインプ
ット法を適用しており、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることが
できない場合には、発生した実際原価の範囲でのみ収益を認識しております。
ただし、契約金額が少額なもの、当該契約に係る義務の履行開始時点から完全
に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短いものについて
は、一定の期間にわたり収益を認識せず、顧客による成果物の検収時点で収益
を認識しております。

ロ. 準委任契約
　準委任契約につきましては、当社グループの指揮命令下において、顧客が行
うソフトウエア開発の支援等を行っており、成果完成型と履行割合型の２種類
に大別されます。

（イ）成果完成型の準委任契約
　成果完成型の準委任契約は、成果の進捗に従って一定期間にわたり履行
義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を
認識しております。進捗度の見積りは、契約ごとの見積総原価に対する発
生原価の割合を用いるインプット法を適用しており、履行義務の充足に係
る進捗度を合理的に見積ることができない場合には、発生した実際原価の
範囲でのみ収益を認識しております。ただし、契約金額が少額なもの、当
該契約に係る義務の履行開始時点から完全に履行義務を充足すると見込ま
れる時点までの期間がごく短いものについては、一定の期間にわたり収益
を認識せず、顧客による成果物の検収時点で収益を認識しております。

（ロ）履行割合型の準委任契約
　履行割合型の準委任契約は、契約期間内の労働時間の経過により履行義
務が充足されるため、基準の契約時間から超過時間および不足時間の調整
を実施したうえで一定の期間にわたり収益を認識しております。

ハ. 派遣契約
　派遣契約については、労働者派遣契約に基づき当社グループのエンジニア
を派遣し、顧客の指揮命令下でサービスの提供を行っております。派遣契約
は、契約期間内の労働時間の経過により履行義務が充足されるため、基準の
契約時間から超過時間および不足時間の調整を実施したうえで一定の期間に
わたり収益を認識しております。
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⑤ 退職給付に係る会計処理の方法
当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に退職給付
にかかる期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用
しております。

⑥ のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果の発現する期間を個別に見積り、20年以内の
合理的な償却期間を設定し、定額法により償却しております。
なお、当連結会計年度末において、連結貸借対照表に計上しているのれんの償却
期間は10年であります。

２.　会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号  2020年３月31日。以下「収益
認識会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサー
ビスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ
る金額で収益を認識することといたしました。
　収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
　受注制作のソフトウエア開発契約に係る収益の認識に関して、従来は、進捗部分につ
いて成果の確実性が認められる契約は工事進行基準（プロジェクトの進捗率の見積りは
原価比例法）を、その他の契約は工事完成基準を適用しておりましたが、少額もしくは
ごく短期の契約を除き、履行義務が充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識す
る方法に変更いたしました。また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、履
行義務の結果を合理的に測定できる場合は、見積総原価に対する実際発生原価の割合
（インプット法）で算出しております。履行義務の結果を合理的に測定できない場合
は、発生した実際原価の範囲でのみ収益を認識し、少額もしくはごく短期の契約につい
ては、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める
経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適
用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首
残高から新たな会計方針を適用しております。
　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結貸借
対照表においては、受取手形、売掛金及び契約資産が30,706千円増加し、仕掛品が
20,109千円減少しております。
　当連結会計年度の連結損益計算書においては、売上高が13,422千円、売上原価が
9,530千円、法人税等が1,190千円それぞれ減少しており、これにより税金等調整前当期
純利益までの各段階利益はそれぞれ3,891千円の減少、当期純利益以下の各段階利益は
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それぞれ2,701千円の減少の影響を受けております。
　当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資
本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は10,055千円増加しております。
　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、
「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手
形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以下「時
価算定会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準
第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号  2019年７月４日）第
44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針
を、将来にわたって適用することといたしました。
　なお、この変更による連結計算書類への影響はありません。
　また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に
関する事項の注記を行うことといたしました。

３. 会計上の見積りに関する注記
のれんの評価

⑴　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
のれん　　　96,853千円

⑵　識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
①算定方法

企業結合等により発生したのれんは、被取得企業の今後の事業展開によって期
待される超過収益力として、取得原価と被取得企業の識別可能資産及び負債の企
業結合日時点の時価との差額で計上し、その効果の及ぶ期間にわたって定額法に
より償却しております。

当該のれんの評価については、発生したのれんに係る被取得企業を一つのグル
ーピング単位とし、のれんを含む資産グループの減損の兆候の有無を検討してお
ります。減損の兆候があった場合には、のれんの残存償却期間内の割引前将来キ
ャッシュ・フローとのれんを含む資産グループの帳簿価額を比較して減損損失の
認識の要否を判定しております。減損損失の認識が必要と判定された場合には、
のれんの帳簿価額を回収可能価額にまで減額し、当該減少額を減損損失としてお
ります。
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普通株式 4,171,000株

決 議 株式の種類 配当金の総額
(千円)

１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効力発生日

2021年11月26日
定時株主総会 普通株式 24,961 6 2021年８月31日 2021年11月29日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 ) 基準日 効力発生日

2022年11月29日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 33,366 ８ 2022年

８月31日
2022年

11月30日

普通株式 11,000株

なお、当連結会計年度において当該のれんに減損の兆候はないと判断しており
ます。

②主要な仮定
将来キャッシュ・フローの見積りにおいては、取締役会で承認された被取得企

業の事業計画を用いており、当該事業計画には、収益獲得の源泉である従業員等
の増加の仮定、従業員等の増加に応じた売上成長の仮定等が含まれております。

③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
事業計画の達成状況、経営環境の変化等により、見積りの前提とした仮定の見

直しが必要となった場合には、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を及
ぼす可能性があります。

４. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

⑵ 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年
度となるもの

⑶ 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していない
ものを除く。）の目的となる株式の種類及び数
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５. 金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産で運用し、また、短
期的な運転資金を銀行借入により調達しております。また、デリバティブ取引は行
わない方針であります。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　当社グループが保有する金融商品のうち、投資有価証券は、非上場株式であり、
信用リスクに晒されております。
　営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産は、顧客の信用リスクに晒されて
おります。また、営業債務である買掛金は、１年以内の支払期日であります。
　長期借入金は、変動金利の借入金であり金利の変動リスクに晒されております。
　長期未払金は、役員退職慰労金の打ち切り支給に係る債務であり、当該役員の退
職時に支給する予定であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
イ. 信用リスク等

　当社グループは、与信管理規程に従い、営業債権の回収について、取引先ご
との与信限度額を毎期見直し、財政状態の悪化等による回収懸念の早期把握や
軽減を行っております。
　投資有価証券については、定期的に発行体の財務状態等を把握しておりま
す。
　変動金利の借入金の金利変動リスクについては、随時市場金利の動向を監視
しております。

ロ. 資金調達に関する流動性リスク
　各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新すると
ともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを監視しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格のない場合には合
理的に算出された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
とがあります。
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（単位：千円）
連結貸借対照

表計上額 時価 差額

長期未払金 91,495 90,078 △1,416
負債計 91,495 90,078 △1,416

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 2,631千円

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
2022年８月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。

(注) １．「現金及び預金」については、現金であること、預金は短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。

２．「受取手形、売掛金及び契約資産」、「買掛金」、「未払法人税等」、「未払消
費税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するもので
あることから、記載を省略しております。

３．市場価格のない株式等は上表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借
対照表計上額は、以下のとおりであります。

なお、当連結会計年度において、非上場株式について2,920千円の減損処理を行っ
ております。

⑶ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ

て、以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場におい

て形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相
場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプ
ット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら

のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低
いレベルに時価を分類しております。

長期未払金
長期未払金の時価は、個人ごとの退任時期を見積り、当該退任時期に基づく無リス

ク利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しており
ます。
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⑴ １株当たり純資産額 544円24銭
⑵ １株当たり当期純利益 42円21銭

（単位：千円）
当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 166,559
顧客との契約から生じた債権(期末残高) 171,641
契約資産(期首残高) 44,129
契約資産(期末残高) 30,706

６. １株当たり情報に関する注記

７. 収益認識に関する注記
⑴ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループは、顧客との間で請負契約、準委任契約、派遣契約及びその他の契約を
締結しております。

各契約に基づく売上高は、請負契約1,330,658千円、準委任契約567,997千円、派遣契
約388,515千円、その他の契約58,197千円であります。

⑵ 収益を理解するための基礎となる情報
「1．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　(4)会計方

針に関する事項　④収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

⑶ 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

（注）契約負債は、金額的重要性が乏しいため記載を省略しております。
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８. 企業結合に関する注記
取得による企業結合
１.企業結合の概要
　(1）被取得企業の名称及びその事業の内容
　　　被取得企業の名称　　株式会社スクデット・ソフトウェア
　　　事業の内容　　　　　ソフトウェア開発、評価
　(2）企業結合を行った主な理由

　当社はソフトウェア開発事業を中心に、新たなサービス事業の創生に取り組んでおり
ます。新たな事業に挑戦するためには、基本事業の強化が欠かせないと考えており、ソ
フトウェア開発体制および人材の強化・拡大に努めております。
　スクデット社は、同社代表である小谷歩氏が創業者として、2015年に設立された会
社であります。北海道札幌地域において、ソフトウェア技術の向上とソフトウェア産業
の発展に寄与すべく研鑽してまいりました。
　当社は、スクデット社の事業内容及び取引実績などを評価するとともに、当社札幌拠
点及び当社関連会社（札幌市）との連携により、当該地域での開発体制の強化、顧客の
多様化に資すると考え、小谷氏と意見交換を続けてまいりました。
　このたび、スクデット社も当社グループに合流することで、財務基盤が安定し人員体
制の拡大が容易になり、また、当社グループとの技術交流や協業を通じて、一層の技術
向上ならびに事業基盤の強化が見込めるとの考えに至り、当社グループへの合流につい
て、合意に至ったものであります。
　本件株式取得後は、当社及び当社関連会社との包括的な業務提携を実施し、幹部職員
同士の情報連携も適宜実施しながら、シナジー効果の早期発揮に努めてまいります。ま
た、当社は管理体制の強化やファイナンス面での支援を適宜実施してまいります。

　(3）企業結合日
　　　2022年３月１日
　(4）企業結合の法的形式
　　　現金を対価とする株式取得
　(5）結合後企業の名称
　　　変更ありません。
　(6）取得した議決権比率
　　　100％
　(7）取得企業を決定するに至った主な根拠
　　　当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。

２.連結計算書類に含まれている被取得企業の業績の期間
　 2022年３月1日から2022年８月31日まで
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取得の対価　　現金　　100,000千円
取得原価　　　　　　　100,000千円

流動資産 28,987千円
固定資産 29,388
資産合計 58,376
流動負債 26,271
固定負債 34,055
負債合計 60,326

３.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

４.主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリーに対する報酬・手数料等　21,400千円

５.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
　(1）発生したのれんの金額
　　　101,950千円
　(2）発生原因
　　　今後の事業展開によって期待される超過収益力によるものであります。
　(3）償却方法及び償却期間
　　　10年間にわたる均等償却

６.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
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個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴ 資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券

イ. 子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。

ロ. その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。

② 棚卸資産
イ. 商品及び製品、原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切
下げの方法により算定）によっております。

ロ. 仕掛品
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法により算定）によっております。

⑵ 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

定率法によっております。
ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については定額法によって
おります。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ８年～18年
その他 ２年～20年

② 無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウエア（自社利用）については、社内における利用可能期間（５
年間）に基づいております。
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⑶ 引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込
額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事
業年度の負担額を計上しております。

③ 製品保証引当金
ソフトウエア販売後の無償で補修すべき費用に備えるため、過去の実績に基づく
見込額を計上しております。

④ 受注損失引当金
ソフトウエアの請負契約に基づく開発のうち、当事業年度末で損失の発生が見込
まれ、かつ当該損失額を合理的に見積もることが可能なものについては、将来の
損失見込額を計上しております。

⑤ 退職給付引当金
退職給付見込額は、簡便法（退職給付に係る期末自己都合要支給額）により計算
しております。

⑷ 収益及び費用の計上基準
① 請負契約

　請負契約につきましては、自動車・産業製品向けの制御ソフトウエア、組み込
みセキュリティなどの受注制作を行っております。
　請負契約は、成果の進捗に従って一定期間にわたり履行義務が充足されると判
断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の
見積りは、契約ごとの見積総原価に対する発生原価の割合を用いるインプット法
を適用しており、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができない
場合には、発生した実際原価の範囲でのみ収益を認識しております。ただし、契
約金額が少額なもの、当該契約に係る義務の履行開始時点から完全に履行義務を
充足すると見込まれる時点までの期間がごく短いものについては、一定の期間に
わたり収益を認識せず、顧客による成果物の検収時点で収益を認識しておりま
す。

② 準委任契約
　準委任契約につきましては、当社の指揮命令下において、顧客が行うソフトウ
エア開発の支援等を行っており、成果完成型と履行割合型の２種類に大別されま
す。
イ．成果完成型の準委任契約

　成果完成型の準委任契約は、成果の進捗に従って一定期間にわたり履行義務
が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識して
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おります。進捗度の見積りは、契約ごとの見積総原価に対する発生原価の割合
を用いるインプット法を適用しており、履行義務の充足に係る進捗度を合理的
に見積ることができない場合には、発生した実際原価の範囲でのみ収益を認識
しております。ただし、契約金額が少額なもの、当該契約に係る義務の履行開
始時点から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い
ものについては、一定の期間にわたり収益を認識せず、顧客による成果物の検
収時点で収益を認識しております。

ロ．履行割合型の準委任契約
　履行割合型の準委任契約は、契約期間内の労働時間の経過により履行義務が
充足されるため、基準の契約時間から超過時間および不足時間の調整を実施し
たうえで一定の期間にわたり収益を認識しております。

③ 派遣契約
　派遣契約については、労働者派遣契約に基づき当社のエンジニアを派遣し、顧
客の指揮命令下でサービスの提供を行っております。派遣契約は、契約期間内の
労働時間の経過により履行義務が充足されるため、基準の契約時間から超過時間
および不足時間の調整を実施したうえで一定の期間にわたり収益を認識しており
ます。

２. 会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収
益認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービ
スの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる
金額で収益を認識することといたしました。
　収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
　受注制作のソフトウエア開発契約に係る収益の認識に関して、従来は、進捗部分につ
いて成果の確実性が認められる契約は工事進行基準（プロジェクトの進捗率の見積りは
原価比例法）を、その他の契約は工事完成基準を適用しておりましたが、少額もしくは
ごく短期の契約を除き、履行義務が充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識す
る方法に変更いたしました。また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、履
行義務の結果を合理的に測定できる場合は、見積総原価に対する実際発生原価の割合
（インプット法）で算出しております。履行義務の結果を合理的に測定できない場合
は、発生した実際原価の範囲でのみ収益を認識し、少額もしくはごく短期の契約につい
ては、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める
経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用し
た場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から
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新たな会計方針を適用しております。
　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表に
おいては、受取手形、売掛金及び契約資産が30,706千円増加し、仕掛品が20,109千円
減少しております。
　当事業年度の損益計算書においては、売上高が13,422千円、売上原価が9,530千円、
法人税等が1,190千円それぞれ減少しており、これにより税引前当期純利益までの各段
階利益はそれぞれ3,891千円の減少、当期純利益は2,701千円の減少の影響を受けており
ます。
　当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動
計算書の利益剰余金の期首残高は10,055千円増加しております。
　収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資
産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当事業年度より「受取手形、売掛金及
び契約資産」に含めて表示することといたしました。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時
価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19
項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２
項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将
来にわたって適用しております。
　これによる、計算書類に与える影響はありません。

3. 会計上の見積りに関する注記
株式会社スクデット・ソフトウェアに係る関係会社株式の評価
⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額

株式会社スクデット・ソフトウェアに係る関係会社株式
  　　121,400千円

⑵　識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法

市場価格のない株式の評価において、当該株式の発行会社の財政状態の悪化等に
より実質価額が著しく低下した場合で、回復可能性が十分な証拠によって裏付けら
れないときは帳簿価額を実質価額まで減額し、当該減少額を評価損としておりま
す。なお、企業結合等により取得した株式で、被取得企業の超過収益力が認められ
る場合は、当該超過収益力を反映した実質価額を算出し、帳簿価額との比較を行っ
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短期金銭債権 33,534千円
短期金銭債務 17,851千円

関係会社との取引高
営業取引による取引高 173,909千円
営業取引以外の取引高 19,947千円

普通株式 126株

た上で評価損計上の要否を判断しております。超過収益力を反映した実質価額の算
出においては、企業結合時に当社が超過収益力の効果が及ぶと判断した期間内の当
該株式の発行会社の将来キャッシュ・フローを合理的に見積り、現在価値に割り引
いた金額を用いています。

なお、当事業年度において上記株式の実質価額は帳簿価額に比して著しく低下し
ていないと判断しております。

②主要な仮定
将来キャッシュ・フローの見積りにおいては、取締役会で承認された被取得企業

の事業計画を用いており、当該事業計画には、収益獲得の源泉である従業員等の増
加の仮定、従業員等の増加に応じた売上成長の仮定等が含まれております。

③翌事業年度の計算書類に与える影響
事業計画の達成状況、経営環境の変化等により、見積りの前提とした仮定の見直

しが必要となった場合には、翌事業年度の計算書類に重要な影響を及ぼす可能性が
あります。

4. 貸借対照表に関する注記
関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

5. 損益計算書に関する注記

6. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
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繰延税金資産
未払事業税 4,484千円
賞与引当金 32,856千円
製品保証引当金 293千円
退職給付引当金 46,096千円
長期未払金 25,938千円
減価償却費 4,654千円
敷金償却費 4,959千円
その他 9,285千円

繰延税金資産小計 128,568千円
評価性引当額 △34,022千円
繰延税金資産合計 94,545千円
繰延税金資産の純額 94,545千円

種 類
会 社 等

の 名 称

議決権等の所有

( 被 所 有 ) 割 合

関 連 当 事 者

と の 関 係
取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社
㈱スクデット・ソフ

トウェア

所有

直接100%
資金の援助

役員の兼任

資金の貸付

(注)
29,000

その他

流動資産
29,000

⑴ １株当たり純資産額 528円58銭
⑵ １株当たり当期純利益 43円96銭

7. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

8. 関連当事者との取引に関する注記
(単位 : 千円)

(注) ㈱スクデット・ソフトウェアに対する資金の貸付については、市場金利を勘案して
利率を合理的に決定しており、返済条件は期間１年３ｹ月、期日一括返済としており
ます。なお、担保は受け入れておりません。

9. １株当たり情報に関する注記

10. 収益認識に関する注記
（収益を理解するための基礎となる情報）

「1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記　(4)収益及び費用の計上基準」に記載
のとおりであります。
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